
 必要な資料です。

さ い 。
① 失業給付の受給権を放棄する場合　・・・・・・・・・・・・
② 失業給付を受給する場合　・・・・・・・・・・・・・・雇用保険離職票 （写し）
③ 失業給付を受給中の場合　・・・・・・・・・・・・・・雇用保険受給資格者証 （両面の写し）
④ 失業給付を受給終了した場合・・・・・・・・・・・・雇用保険受給資格者証 （両面の写し）

（記入上の注意）

消となり、その間の医療費は全額自己負担となります。

Ｏ．（２０について） 状況については何か参考事項 （配偶者の加入していた年金制度、離婚等） あ
れば記入して下さい。特に、死亡の場合は、死亡の年月日、原因、加入年金制度 （共済組合、
厚生年金、恩給等） 等の状況を記入して下さい。

◎被扶養者資格を得るために形式を整えたものであることが明らかに推定できる場合は否認

額に毎月の経常の生活費以外のものが加わったときは、これを控除して記入して下さい。
Ｎ．（１９について） 認定を受けようとする者に対して組合員が経済的扶養能力があるかを見るも

の で す の で 具 体 的 に月 間の 総収 入を 記入 して 下さい。

しま す 。ま た、認 定 後 、要 件を 欠いているこ とが 明らかに なった場 合は 、さかの ぼって認 定取

書 も 添 付 し て 下 さ い 。
Ｋ． （１６について） 持家のときは、組合員の場合は「本人」、別人の場合は続柄を （ ） の中に

記 入 し て 下 さ い 。
Ｌ． （１７について） 別居先で組合員とどういう関係の人と同居しているか記入して下さい。
Ｍ．（ １８ に つ いて ） 子 供 、両 親 等 の 生 活 費 とし て 送 金 し て い る（ 又 は す る ） 場 合 に 記 入 して 下 さ

い。送金の対象者が父母等二人以上のときは、その世帯への送金合計額を記入して下さい。送金

勤務先で雇用保険に加入していない場合は、退職証明書及び雇用保険に未加入であったことの
証明書を添付して下さい。

を 添 付 し て 下 さ い 。 ）

Ｊ． （１４について） 元気で働いているか、日常の生活をする上で不自由がないかどうか等、現在
の健康状態を記入し、受診中である時は、傷病名、医療機関名および自費または加入の社会保険
名を記入して下さい。特に、病気療養中である１８歳以上６０歳未満の者にあっては医師の診断

Ｉ ． （１０について） 雇用保険制度の摘要がある事業所を退職した者は、下記の書類も提出して下

雇用保険離職票 （原本） 

基準では控除対象が異なりますので、収支内訳書を添付して下さい。

そ の 状 況 や 援 助 の 金 額 な ど 詳 し く 記 入 し て 下 さ い 。

Ｈ． （９について） 年金についてはすべての公的年金を含みますの で、戦傷 病者 戦没 者遺 族等
援護法による遺族年金がある者は記入して下さい。 （金額が記載されているもの （年金証書等）

この申立書の内容について共済組合から認定対象者に電話、文書で確かめたり職員が直接訪
問することもありますのでご了承下さい。

Ａ ． □ は 該 当 す るもの にチェックマ ークをつ けて 下さい。

Ｅ． （３について） 例えば、兄がいてあなたと二人で、月々の生活費を出し合っているようなときは

Ｇ． （６，７について） 営業許可の名義、耕地の所有権、税法上の耕作権に関係なく、実際に働い
ている人について、その人の収入とみて記入して下さい。必要経費については、税法上と認定

この扶養事実申立書は、あなたが被扶養者として届け出ようとする者の一人一人について扶養
の 状 況 を 詳 し く 届 け る こ と に よ り 、 共 済 組 合 が 適 正 か つ 公 平 に 被 扶 養 者 の 認 定 を す る の に

を、農業、商業に従事していた者は、従事しないようになった事情等を記入して下さい。
Ｄ． （２について）特に１８歳以上６０歳未満の者にあっては、通常稼働能力を有する者と考えら

れるので就労できない具体的な理由を記入して下さい。

扶  養  事  実  申  立  書

Ｂ ． （ ※ の あ る と こ ろ に つ い て ） 例 え ば 「 弟 」 と せ ず 「 実 弟 」 「 妻 の 弟 」 、 「 子 」 と せ ず 「 次 女 」
「妻の連れ子」 など続柄を、詳しく記入して下さい。

Ｃ． （ １ に つ いて ） 例 えば 、勤 めて いた者は 会社 名、所在 地、勤務 年数 （自 年 月 至 年 月 )

次の記入上の注意をよく読んで、ありのままの状況を詳しく記入して下さい。



  ６．商業を営んで得る収入 □有 ［確定申告書及び収支内訳書の写し添付］ □無

（１） 営業の場所 □居住地と同じ □別の場所

（２） 営業の内容 （ □内職 □営業 ）

円位 （ 内、経費 円）

  ７．農業を営んで得る収入 □有 ［確定申告書及び収支内訳書の写し添付］ □無

（１） 普通田

（２） 普通畑

（３） そ菜畑

（４） 果樹園

（５） 年間の総収入 円位 （ 内、経費 円）

  ８．その他の収入

（１）　勤労取得（パート、アルバイトなど） 月

（２）　退職金収入 年 月 日退職 円

（３）　家賃収入（１カ月） 円

（不動産売買等の収入） 円

  ９． 年金、恩給 （遺族年金・障害年金含む） □有 □無

（１）　種別 円

（２）　種別 円

続柄 ※

３．組合員以外に扶養すべき者がいないか、あればその旨を記入すること

２．組合員が扶養しなければならない具体的な理由 （その他参考事項）

１． 扶養されるまでの経過 （この届をするまでの本人の状況）

（３） １カ月の売り上げ

証の記号番号 組合員の氏名 申請する被扶養者氏名 生年月日

４ ． 認定を 受け ようとする者 の現 在の 生 活 状況

円位

５． 現在まで受けていた健康保険制度の名称

年額

年額

沖縄県市町村職員共済組合

（４）　その他収入

耕作面積
”

”

”
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  １０． 雇用 （失業） 保険制度 □無 ※記入上の注意を参照して下さい。
□有　［ □待機期間中 □受給中 □受給期間終了 □受給放棄　］

（１） 支給期間 年 月 日　～ 年 月 日
（２） 支給金額 円

  １１．生活保護法の扶助

・生活扶助 □有 □無 ・医療扶助 □有 □無

  １２．認定を受ける者が給料について扶養手当、家族手当の支給の対象となっていますか。

□なっている □なっていない　→（理由 ）

  １３．あなたの給料について源泉所得税の控除の対象なっていますか。
□なっている □なっていない　→（理由 ）

  １４．認定を受けようとする者の健康状態

  １５．組合員と別居している場合は別居の理由

  １６．認定を受けようとする者の別居先の家屋は
□　持家 □　借家　 ［ □ １戸建、マンション □アパート］

（ ） １カ月 円

  １７．認定を受けようとする者は別居先で誰と同居していますか。

□夫 □妻 □子（ ） □兄弟姉妹（ ） □孫
その他（ 続柄 ） 計 人

  １８．生活資金の援助額 □　無
（見込み額） □　有 月額援助（父母等合計） 円

その他からの援助 円
※　別居している被扶養者への援助（仕送り）に関しては、原則として金融機関の送金証明書が
　必要です。資格調査時に認定の可決の重要な書類になります。

  １９．組合員世帯の総収入額
組合員の収入 月 円 （ 年収 円）
組合員の配偶者の収入 月 円
その他の収入 （ ） 年 円

  ２０．認定を受けようとする者に配偶者がいますか。
□以前はいた  （ 状況：離婚・死亡　→ 年頃 ） □いない

死亡の場合は、その方の履歴（当時の職業等）を記入して下さい。
（ ）

□認定対象者が遺族年金を受けていない
□遺族年金（戦傷病者戦没者遺族年金、恩給等その他）を受けている

□配偶者はいる
その配偶者の収入 月 円 （年収 円 ）
その配偶者に適用されている健康保険制度の名称

　上記の事実に相違ありません。

沖縄県市町村職員共済組合理事長　殿

年 月 日

日額

家賃

令和 住 所

電 話 番 号

組合員氏名

所
得
の
有
無

健
康
状
態

そ
　
　
の
　
　
他



添付書類早見表

　①　配偶者

　②　子  学生

 長期療養中の者

 その他の者

③ 父母  長期治療中の者

祖父母
 ６０歳未満で同居の者

 ６０歳未満で別世帯の者

 ６０歳以上で同居の者

 ６０歳以上で別世帯の者

④ 弟・妹  学生

孫
 長期療養中の者

 その他の者

⑤ 他に扶養する者が　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いなく組合員と同　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一世帯を条件とす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る三親等内の親族
いなく組合員と同

一世帯を条件とす

る三親等内の親族

⑥ 内縁の配偶者の  他に扶養する者がいない

父母及び子

 その他の者

⑦ 内縁の配偶者の死  他に扶養する者がいない

亡後における父母  １８歳未満の子及び学生

及び子  その他の者

※１ ○の書類は原則として必ず添付するものです。
※２ △の書類は必要に応じて添付するものです。
※３ 住民票等で続柄が確認できない場合は、戸籍謄本も添付すること。
※４
※５ なお、認定のケースにより、これら以外にも関係書類の提出を要する場合があります。

（注）他に扶養義務者がいれば、その者の所得証明書を添付してください。

○

○

○

 １８歳未満の子及び学生

△○

△ ○

○

△

△

組合員と同一世帯に属さない場合は、認定対象者の住民票謄本及び戸籍謄本を添付すること。

 長期療養中の者

 １８歳未満の者

 １８歳以上の者

 その他の者

△ ○
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○

○

 

（

高
校
生
以
上
の
者
）

 

在
学
証
明
書

 
 

身
体
傷
害
手
帳
の
写

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ △

○

○

○

○

△○

○

○

△

△○

△

○

○

△

△

△○

△

○

○

○

○

○

○

△

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

添　　付　　書　　類

認定を受けようとする者

○ △

○

○


